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期日：平成１９年５月２５日（金）

場所：佐賀市 アバンセ

こんにちは。ご紹介をいただきました松浦で

す。私は文部科学省の初等中等教育局、ここは

名前のとおり幼稚園、小学校、中学校、高校ま

、での教育の充実を図るための組織でありまして

そこの財務課で仕事をしております。そこで給

与の問題とか人の問題を扱っておりますので、

私の方からはそういう話を中心に、また学校事

務職員のみなさんに是非お考えをいただきたい

ようなことも併せてお話をさせていただきたい

と思います。講演時間は１時間半いただいてお

りますが、残り 分間ぐらいは質疑応答があれ10

ばと考えております。

なお、私は松浦というんですが、生まれは島

根県でこちらにも「松浦」というところがある

というふうに聞いております。何かそういう流

れもあるのかなということで、他県にお邪魔す

るよりも少し違う感じで佐賀県に来させてもら

っています。そういう意味で、もしかしたらそ

ういう繋がりがあるのかもしれないということ

も考えてやって参りました。

１ 教職員定数及び給与についての見直し方針

今様々な教育改革が行われておりますが、中

でも教育３法の改正が現在進んでいます。安倍

内閣は教育再生内閣という名前が付いているぐ

らい総理は教育に対して思いが強く、自分がい

る間に教育改革、教育再生を進めたいという熱

意をお持ちです。

この３法の中にはいろいろな要素がありま

す。たとえば教員の資質能力を高めていくた

めの教員の免許更新制の導入といったような

ことです。つまり 年たてば先生方に研修を10

課すというよりもリニューアルをしていただ

いて、新しい知識を吸収し、それを子どもた

ちに伝えていってもらう、そういう意味で免

許更新制があります。しかしやはり先生方か

ら見れば、今までそんなことがなかったわけ

ですから、非常に負担感も多いだろうと思い

ます。優秀な人材、優秀な教員をいかに学校

の中に数多く入ってきてもらうかというため

にも、それなりの処遇の改善などもしないと

いけません。先生方がやる気をなくしたり、

、あるいは萎縮してしまうというようなことで

子どもたちに向かってきちんと仕事をしても

らうことが十分にできないということがない

よう様々な取り組みをしなければならないと

思っています。

ただ、その前提として行財政改革というの

がかたや政府の大きな課題としてあります。

いわゆる行革推進法というものがあって、国

・地方通じてみなさんも含めて公務員の給与

を減らし 教職員給与関連 人を減らす 教（ 」）、 （「

職員定数関連 ）ということが今進行をしてい」

ます。

行革推進法第 条３項のアンダーラインが55

付いているところだけ見ますと 「教職員、そ、

の他の職員の総数について、児童及び生徒の

減少に見合う数を上回る数の純減をさせるた

めの必要な措置」とあります。これは定数の

世界の話しですが、標準法というのがあって

先生の数を定めています。この定め方は、何

人の子どもを受け持つかで学級数が決まり、
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その学級数に応じて教職員の数が決まるとい

う仕組みです。だから子どもの数が減れば当

然学級が減る可能性があります。国の標準法

40 41上は１学年 人を上限にしていますから、

。人いれば 人と 人で２クラスになります20 21

２クラスあれば２クラス分の学級担任が付く

ということです。つまり 人と 人では学40 41

。級数が１違って教員数も１変わるわけですね

反対に子どもの数が 人で２クラスだった学41

校が次の年子どもが減り、 人になれば１ク40

ラスですから教員が１名減るという仕組みに

なっています。

「 」 、児童及び生徒の減少に見合う数 の減少

いわゆる自然減であれば、子どもの数が減っ

て学級が減るけれども、先生の数そのものの

対子どもとの相対で見れば変わりません。教

育条件は変わらないという前提でおりますか

ら、自然に減る分はやむなしということなの

です。問題は「見合う数を上回る数の純減を

」 。する というのはどういったことなのかです

簡単に言えば学級があるのに学級の担任の数

まで減らすということなのです。そういうこ

とが読めるような法律なのです。そうなると

教える人がいなくなるわけですから、教育条

件がよくなるわけがないのです。それではだ

めなのです。

「 」 、文中の その他の職員 というのが文言は

本当は言葉としてありませんでした。教職員

とは県費負担教職員の校長、教頭、教諭そし

て事務、栄養です。これがこの法律のいうと

ころの教職員であり、その他の職員はそれ以

外の職員ということになります。たとえば市

町村で独自に採用されている用務員さんとか

給食の調理員、あるいは事務の方もいらっし

ゃるかもしれません。そういう市町村の方々

の部分を足して純減を出すということになっ

ています。ですから多少条件は緩和されてい

ますが、給食の調理員の方とか用務員の方々

についてはアウトソーシングというような形

で定員を削って行かなくちゃいけないという

ことです。学校全体から見れば県費職員の基

幹的な職員の数は必要以上に削らないという

ことであるにしても学校全体の教職員のスタ

ッフの数が減っていくことで、いろんな取り

組みに対して支障が出るということが当然あ

ります。でもそれをやれというのが国の方針

になっています。

。そしてもう一点は教職員の給与のことです

人材確保法という法律を我々は持っておりま

す。これは全公務員の中で教員だけですが、

日本というのは資源のない国で、人材こそが

国の資源ということで教育に力を入れてきた

というのが明治以降の日本の形なのです。特

に子どもたちに対してちゃんとした教育を保

障していくためにもやはりそれなりの先生に

来てもらわなくてはいけません 「でもしか先。

生」ということではなく、本当に教師を目指

すすばらしい人材に来ていただくためにも教

員の給与というのは一般の公務員に対して上

乗せ措置がされています。人材を確保するた

めに処遇の改善が図られているというのが人

確法です 「教員の給与は高いのではないか」。

「教員の仕事は何だ、ろくな仕事はしてない

んじゃないか」ということから、もちろん我

々はそんなことはないと言っております。ま

た「教員の給与について人確法を廃止して一

般公務員並みの給与にすればいい 「その他の」

手当についても検討せよ」という方々もいら

っしゃいます。そこで昨年度、中央教育審議

会では教員給与の在り方について検討し、平

成 年度中に結論を得て平成 年４月を目18 20

途に必要な措置を講ずるということで結論が

出ています。この夏は、来年度の制度改正に

向けて概算要求できちんとした予算を取って

くることが必要になります。

教育改革をしてよくしていこうという時、こ

ういう法律が事前にあって足枷になっている

ことをまずご理解いただきたいと思います。

我々とすればベストなのはこの法律を潰すと

いうことですけれども、これは政府全体とし
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て国会の意思として決めたものですから国会

でこの法律を変えるための審議をしてもらわ

なくてはいけません。いずれにしても定数と

給与については縛りがかかっているというこ

とです。

さらに 「教員給与の見直しに係る経緯」という、

ことで１枚資料を付けています。平成 年６18
「 」月 日 教員給与優遇分の取り扱いについて21

（財務省・文科省 、その下の平成 年７月７） 18
日「骨太の方針２００６」閣議決定。これで給

与の話が出ていまして、行革推進法では給与の

在り方を検討し結論を出せというのが宿題でし

、 。たから 必ずしも下げなくてもよかったのです

が、骨太の方針の後において教員の給与を縮減

するということが書かれてしまい、現行の行政

上のルールからいけば教員の給与は縮減をしな

2.76 11,323ければなりません ％の縮減 月額で。 、

円相当の教員給与を削らなくてはいけないこと

が、政府として決まっているということです。

だけど教員から見れば何も変わってないのに給

与が削られるというのは非常に困りますよね。

モチベーションも下がります。結局それによっ

て子どもたちに影響が出てしまうという最悪な

話になりますが、我々としてはそれを食い止め

たり、違う方向で上手く切り抜けることができ

ないのかを考えていく必要があります。

２ 文部科学省教員勤務実態調査について

昨年、教員の給与の在り方を中教審で始める

に当たって私が特に考えたのは、そもそも学校

の仕事というのは何だということです。教員の

給与をいじるということは、教員の仕事が何か

をはっきりさせていないうえでは給与をかまう

ことはできないはずです。そもそも先生がやる

べき仕事は何なのかということについてこれま

でルーズになっていました。いろんな調査など

も、結局学校にお任せしていたというような経

緯があります。くだらない調査もいっぱいある

と思います。そういうものも含めてまず学校の

先生や学校が行わなくてはいけない仕事は何な

のか、仮に優先順位を付けるとすれば何が優先

で、何を削っていけばいいのか、そういうこと

をしない限り給与だけをいじったところで学校

は何も変わりません。それをデータの中ではっ

きり示そうということで 「教員勤務実態調査」、

をさせていただきました。単に学校の先生方の

時間外勤務が何時間あるのかということではな

くて、一日の中でどういう業務がどういう形で

なされているのか、それをどういう形で処理し

ているのかということを少し浮き彫りにしよう

と思ったからです。おそらくこの会場の皆さま

の学校の中でも勤務実態調査にご協力いただい

た学校はいくつかあるだろうと思います。勤務

実態調査は昨年の７月から 月の６ヶ月間、延12

べ４万６千人の教員の方を対象にアンケートを

。 、行いました これは定量的な意識調査ではなく

定量的な時間のチェックをするというような数

値の種類であります。これまでのデータは新聞

やホームページでご覧いただければと思うので

すが、そこでは勤務の長さがどうなのかという

こともわかりました。一人ひとり見るとばらつ

きがありますが、夏休みを除けばだいたい学校

の先生の平均で一日２時間の超過勤務をされて

います。１ヶ月当たりで見ると、平均で 時間40

程度の超過勤務をやっているということになり

ます。更に細かく分析すると１分たりとも超過

勤務をなさらない先生も何パーセントかいらっ

しゃるし、一日平均で毎日５時間以上超勤して

いるという方も何パーセントかいらっしゃいま

す。平均すると２時間ですが非常にばらつきが

あるということもわかりました。

そしてどういう仕事について時間をかけてい

るかというのもだいたいわかりました。先生で

すから子どもたちの前で授業をするということ

は一番大事な仕事ですけれども、超過勤務の業

務内容はそれに付随した教材準備の時間や成績

処理とかが中心になるわけです。

本当はもうちょっと細かくそれぞれ業務ごと

に何分というのも出ていますが、そこをまとめ

て１番目は子どもに直接にかかわる仕事、２番
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目が成績処理だとか授業準備にかかる時間、３

番目が事務的な作業、あるいは報告書の作成な

ど、４番目が保護者、ＰＴＡ、教育委員会等の

対応の４つの内容になりました。先生方はだい

たい一日の中で 時間～ 時間ぐらい学校に10 11
いることになります。あとは昼休みがどうなっ

ているかということですが、休憩が取れている

かというと平均 分ぐらいの休憩です。です10
から「学校の先生が忙しい 、もちろん人によっ」

て違いますが、平均的に見て忙しいなというの

はデータとして表に出せたと思います。一般の

公務員の平均の超過勤務時間は 時間ですか10
ら、だいたい４倍は学校の先生方は超勤をやっ

ているということになります。特に３番目４番

目で、先生がしなくてもいい仕事も相当あると

思います。問題はこの３番、４番の業務をいか

に先生の手から離し違う形で処理することで、

子どもたちに直接向き合える時間を確保してい

くかということです。これが議論の大前提とな

ります。これができなければこの教育改革はま

、ったく絵に描いた餅ということになりますので

これを具体的にどう進めていくかをこれからご

説明いたします。

３ 中央教育審議会「今後の教員給与の在り

方について」答申

教員の校務と学校運営体制の見直し の １「 」 「

」 、教員の校務と学校事務の見直し ということで

最初の○（丸印）が先ほど私がご説明したよう

な勤務実態調査の概要でして 「教育の質の向上、

、を図っていくには教員が子どもたちに向き合い

きちんと指導を行えるための時間を確保するこ

とが重要である」と結んでいます。

次の○（丸印）には、何をするべきかという

ことを書いております 「このため、教員の校務。

について見直しを行い」ということですから、

今それぞれの先生方が担っている校務について

役割分担をきちんとし、先生方が子どもたちに

。向かえる時間を確保しましょうということです

ではその部分は誰が担うのかということで、校

長、教頭に学校の管理に関する部分はちゃんと

やってくださいと結論付けています。

次の○（丸印）では更に効率的な時間管理を

するということであれば、ＩＴ機器を活用して

無駄な会議、単なる連絡事項を伝達するだけの

ために集まるような会議は無くし、メールで必

要な連絡をすれば済むようなものは済ますよう

にしています。そのためには当然いろいろな経

費もかかりますから、こういう経費をどうする

のかというのが次に出てきます。国、地方通じ

てなんですけれども、いろいろ聞くと調査もの

が大変多いということなので、そうしたものは

。 。減らします 文科省の調査も絶対に減らします

具体的に何の調査を行うかについては文科省の

中で内容を精選して、毎年どうしても必要なも

のと２～３年に１回でいいもの、そしてしなく

ていいものとに分けて、しなくていいものは２

度としないというような対応を取ります。

その次の「教員が抱える事務負担を軽減する

ため事務職員が学校経営により一層結局的にか

かわる」ということですが、私としてはたいへ

ん大事なことだと思います。おそらく佐賀県で

もそういうお気持ちを持ってこれまでも取り組

んでいらっしゃると思います。つまりこれまで

先生がやってきた仕事を事務職員にやってもら

いますということです。というか事務職員が取

らなければならないのです。学校経営という観

点で、これから学校の特色や特徴を発信してい

くためにも学校事務職員が学校経営のプロとし

て中心となり企画立案をすることが今求められ

ています。それとともに、ここにあるように様

々な学校事務を基本的には受け持っていただく

ことになりますので仕事の量も増えます。当然

ながらその分人を増やしたり処遇を改善したり

ということになります。

その先にあるように事務の共同実施の推進と

いうことで１校１校のマンパワーを有効に活用

し、１校１校ではできないような仕事を共同実

施という形の中で更に推進していただきます。

それとともに、共同実施の中には一人ひとり切
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磋琢磨してもらってスキルをアップしてもらう

という研修効果も当然あるわけです。そういう

ものも含めてやっていただく、あるいは官制の

事務職員研修などもやってスキルアップを図っ

ていただきたいと思います。また事務の組織体

制を充実するわけですから、当然そこに事務長

というポストをきちんと制度的に置き、その事

務長のもと事務職員が一体となって学校経営を

行い、学校を支えるという体制を作っていかな

ければなりません。そうしなければ学校は変わ

らないと思っておりますので、今後、特にここ

の部分は具体的に動いていきます。

最初申し上げました教育３法の中の学校教育

法で、主幹教諭や副校長の導入をやりますけれ

ども、事務長の導入というのも法令的には今年

書き込みます。小中学校では今まで事務長とい

うのが法制度上無かったので、事務長をきちん

と書き込むことによって、学校に事務長を置く

ことができるようにします。当然その事務長に

ついては、処遇の改善をきちんと行います。

かと言って何もかも学校の今持っている仕事

を事務職員の方々に押しつけるということでは

なくて、今持っている仕事の中でも言葉は悪い

ですが雑用的なことはみなさんしなくても結構

。 。です そういうのは他の人に任せればいいです

あるいはアウトソーシングということもあるか

もしれません。給食費の徴収なんかしなくてい

いです。そういう時間があればその分学校経営

に参加してもらう。アウトソーシングといって

もその分お金がかかる部分にもなります。学校

徴収金については銀行で一括して徴収してもら

、うシステムなんていくらでもできるわけですが

お金もかかるわけです。教育委員会にどこまで

そういうものを考えてもらうかということも現

実問題としてあります。が、これからの学校事

。務職員に求められているものは変わっています

配当された予算の中でものを買ってというよう

なことだけではなくて、学校経営という観点で

自分から企画立案をして、市町村や県に対して

その施策のための予算を取ってくるという仕事

を担わないと学校事務職員の未来というのは暗

いものになるだろうと思います。

一人職場という特殊性もありますから非常に

難しいのは承知しております。しかし 「この事、

務職員の先生にいてもらってよかった」という

校長先生もたくさんいらっしゃるし 「こんな事、

務職員だったら要らない 「仕事をしてくれな」、

いから一般の教員がやっているんだ」といわれ

る校長もいます。そういうことを言わせないよ

うにしていただきたいと思います。皆さんは力

を持っておられますから、これからはそれを発

揮していただくことを考えていかなければなら

ないと思います。学校の校務、学校事務の見直

しというのは、そういう意味で学校事務職員の

ために書いております。ですからその思いを是

非受け取っていただきたいと思います。

「２ 学校の組織運営体制の見直し」という

ことで、たとえば主幹を置くことによって主幹

がもう少し管理運営の中心になる仕事をしても

らうようにします。これは事務職員が事務を担

うのと併せて、先生方が子どもたちに向き合う

、時間を確保する観点から取り入れるということ

プラスアルファでいけば教員の給与は教頭にな

らないと上がらない仕組みですから処遇改善の

一環として主幹等になれば給料を上げること考

えています。

優秀な人材の確保ということで人確法に触れ

ましたけれども、やはり中央教育審議会の議論

の中でも、やはり日本は教育を大事にする国と

して人確法を作り、それが教員を応援する法律

だからそれを無くすということではなくて、き

ちんと守りましょうと言われています。ただし

問題は一律、機械的に優遇されていると今思わ

れている教員の給与体系は見直していく必要が

あるのではないかということです。

みなさん県費負担の事務職員ですから教員の

給与の仕組みはだいたいご存じだと思います。

みなさんには超過勤務手当が出ます。が、教員

。 。には超過勤務手当が出ません ご存じですよね

これは何故かというと給特法という法律を昭和
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年に作っておりますが、学校の先生の職務は46

非常に特殊だということです。通常の事務的作

業をするものではなくて、人を育てるという特

別な仕事をしている、あるいは夏休みや冬休み

があるという勤務体系のかわりに、子どもに何

かあれば駆けつけたり家庭訪問をしたりする業

務が通常の勤務時間の中にはなかなかはまりま

せん。それらのことから、勤務時間内外を包括

的に評価するというのはつまり昼夜関係なく、

教員はこういう仕事をするのでこの分に見合う

給与を出しましょうということで教職調整額と

41いうものがあります。この教職調整額は昭和

年の勤務実態調査で月８時間相当だったので、

月８時間相当の教職調整額が決定されています

から、学校の先生は特別なことをしない限りは

給料は変わらない仕組みになっています。しか

も遅くまで残ろうと早く帰ろうと給料が変わら

ない仕組みなんです。一部例外があって部活動

、を土日にする場合に４時間程度やれば 円1,200

別の観点で特殊勤務という観点で出ますけれど

も、基本的には平日の夕方部活動で何時になろ

うと、仕事が遅くなろうと給料はどの先生も変

わらないのです。それはそれで給与のことを考

えずに仕事に没頭できるというメリットもあっ

たのですが、今の時代になるとほとんど仕事を

していないにもかかわらず同じ給料をもらって

るのはけしからんという、真面目にやっている

先生方からの意見もあるわけです。中央教育審

議会ではその辺の議論をしたうえで、やはりも

う少しメリハリを付けようということで、一律

機械的に出てる手当をまず一回廃止をし、仕事

の重さとか仕事の量も見ながら差をつけれるよ

うな手当を作ることを考えております。これは

今後もう少し時間をかけて議論をしなくちゃい

けないと思いますけども、いずれにしても８月

。に概算要求を出すまでに一定の方針を出します

メリハリのある給与を作るということに力を入

れていきたいと思います。

あと手当関係でいうといろいろありますが、

やはり一律的に出ている義務教育等教員特別手

当です。義務教育等教員特別手当も少し見直し

をして、一律機械的ではない新しい手当の創設

にその財源を振り向けていくことについても併

せてやっていかなくてはなりなせん。

次に盲・聾・養護学校の先生とか普通の小中

学校の特別支援学級担当の先生に給料の調整額

。ということで本給の７％ぐらいまで出ています

それは勤務の特殊性からなんですが、ただ一律

。 、に出てるんですね その学校に勤務すればとか

特殊学級を担当すればというようなことで手当

が出ていますが、それについても少し見直しが

必要ではないかと思われます。ボーナスに跳ね

返るというのはまだいいとして、問題だといわ

れるのは退職金にこれが跳ね返ってくることで

す。たとえば一番いい給料のもらい方をしよう

と思うと、それまで小中学校の先生だった人が

退職の年になって養護学校に行って辞めるとそ

れだけで退職金が 万ぐらい違います。こん200

なものでいいのかという面はあって、それは教

員の優遇策というよりも今となれば制度的な欠

陥ではないかと思っていました。これは反対さ

れる人も多いのでもうちょっと議論しなくては

いけないですけれども、ただ特殊学校にいただ

けで退職金に上乗せになるような手当について

は潰すということをしていきます。

次に部活動手当も、今 円なのです。４1,200

時間やって 円というのは１時間 円で1,200 300

750 850す コンビニでアルバイトしても 円から。

円ということから見るとちょっとかわいそうだ

なというので、この部活動の指導についても給

。与上の処遇改善をしてあげたいと考えています

勤務実態調査をやった時の内容が文科省のホ

ームページで開いてもらうと見れますが、部活

をやってる先生とやってない先生は超過勤務が

平均で１時間違います。中学校の先生で学級担

任をしていて部活もちゃんとやる先生はそうじ

ゃない先生に比べて１時間半ぐらい違っている

というのが出てます。特に部活の在り方につい

、ても本当はもう少し議論をしたいんですけども

そういうふうに一生懸命取り組む人については
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部活動手当を充実していくという方向で考えて

いきたいと思います。

教員の給与についてだけでなく管理職につい

ても、今なかなか管理職になり手がいないとい

うこともあるもんですから、管理職の手当もち

ょっと上げたいというふうに考えています。へ

き地についてもへき地手当というのが出ていま

す。佐賀ではそうへき地学校というのはないか

もしれませんが、鹿児島とか沖縄とか離島を抱

える県ではへき地があって、最高 ％の手当が29

もらえます。もちろんへき地教育の振興の観点

で人材の確保のために一定の給与上の処遇は必

要なのですが、ちょっと高いかなというのもあ

るので、級地そのものの見直しをしていきたい

と思っています。特に山間僻地ですね。道路も

よくなって車もよくなって通えます。通ってる

分についてはその分、率を少し下げるというこ

とも含めて手当をちょっと削ることを考えてい

ます。

要は増やすところと減らすところのメリハリ

を付けて、一生懸命やっている先生に報いるよ

うな制度に作っていきます。ただ最初に言いま

したように閣議決定で ％、教員給与を平均2.76

的に下げるというのがあって、これを真面目に

やろうとすると、一生懸命頑張ろうという先生

方に対してマイナスのシグナルを送ります。今

現在の取り組みの中では一人ずつの教員給与は

減らすという方向になってますけども、何とか

今年の概算要求の中でそれを取り返して更に増

やしていくというような方向で給与改善を図っ

ていくことを考えています。昭和 年代、人確50

法に基づいた給与改善を当時はやりましたけれ

ども、それに次ぐような給与改善について出来

ないかということで頑張っていきたいと思いま

す。

国会とかご覧になればわかるかもしれません

が、伊吹文部科学大臣は非常に学校の先生方に

対して免許更新制の導入とか厳しい政策を採り

つつあります。大変なことをさせる以上は、先

生方の元気を出してもらうためにも給与は上げ

るということを言っておりますので、その考え

方に沿って必要な予算を取っていきたいと思い

ます。

もう一つ大事なのは人をどうするかという話

なんです。もちろん事務の共同実施のための定

数も、実際に事務の共同実施をするためには増

やすことが必要であります。それ以外にもきめ

細かな指導を行うための、場合によっては 人30

学級のための教員の増だとか、あるいはこれま

で伝統的に行っているティーム・ティーチング

だとか指導方法の改善のための定数措置といっ

たものをやっていかなくてはいけません。特別

支援の充実という観点で人を増やすとか、食育

という観点で栄養教諭を増やすというようなこ

とも政治課題としてはあるわけです。最初にお

話しをしましたように行革推進法という法律が

あって、教職員の数が増やせないという縛りが

今あります。これを実は毎日国会で質問され、

苦しい答弁をさせてもらっていますけれども、

法律上は改正をしなければできないのです。一

番いいのは安倍総理が「わかった」と 「じゃ法、

律改正をするから教員を増やそうよ」ってこと

になればベストなのです。しかし、そうではな

い道を探さなければならないということもある

わけです。これまでも触れましたけども、大臣

が言ってるのは一つは事務的な業務のアウトソ

ーシングです。これは事務職員をアウトソーシ

ングするという意味ではなく、学校の事務の一

部の業務、たとえば先程言った給食費等の徴収

だとか、言葉は悪いけど雑務的な部分をお金を

。出して外部の方にやってもらうということです

あるいはボランティアという形でお金はほとん

ど出しませんけども地域のみなさんの協力によ

って多少なりとも減らしていくというようなこ

と等も併せて考えていかなければならないこと

です。

今わりと面白い取り組みをされているのが杉

並区の和田中学校というのがあって、ここでは

先生の数そのものは増やさないんだけども、地

域人材の活用ということで、大学生に謝金を払
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って土曜日に補習的な仕事をやっています。子

どもたちが自分で思ってやりたいことをさせる

ということで、居場所作りにもなりますし、学

力の改善にもつながります。大学生にとって将

来教員を目指すに当たってのいい経験にもなり

ます。シルバー人材的な話になるかもしれませ

んが、都内では芝生の校庭になってますから芝

生の管理に教職員がかかわるのではなくて地域

の方々に手伝ってもらってお金をかけずに行う

という取り組みをしています。また、できてま

す。

これは東京だけの問題ではなくて、佐賀でも

できる話だと思います。人を増やさないと出来

ないと決めつけないで、お金を使わず人を増や

さなくてもどういうふうにすれば前に進むのか

ということについて、知恵を出せば出てくる話

なんです。申し訳ないんだけれども、こういう

話は学校の先生ではわからないんですね。杉並

区の和田中学校の取り組みというのはインター

ネットで見れば出てきますから、事務職員の方

々がそういうものを校長や教頭に対して 「こう、

いう取り組みをすればうちの学校だってこうい

うふうになるんじゃないか」と示し提案できま

す。これは一つの例示です。それをしろってい

うことではありません。むしろ各学校ごとに学

校の教育目標もあるし置かれた環境も違うでし

ょうから同じようなことは出来ないにしても、

人が来なくても何かこういう取り組みが出来る

ことは必ずあると思うんです。そういうものを

企画立案することによって、みなさんの重みを

校長先生たちにわからせる。そして一般の先生

。たちにわからせることが必要になると思います

当然こういうことについては、お金がかからな

いとも限らないのです。 万、 万かかる100 200
かもしれません。今の市町村の学校配当予算で

はなかなか難しいですが、お金を取ってくる、

場合によっては議会に働きかけて議会で議論を

。させるということも必要ではないかと思います

チャンスはいろんなところで転がっていると思

います。みなさんの学校の実態を見ながら何か

面白いものがあれば取り入れてそれを佐賀方式

なり自分の学校のなんとか方式ということで進

めていくというのは面白いと思います。日々ル

ーティンの仕事をしているとつまらなくなりま

すけれども、そういう夢を、自分でも出来ると

いうものを持てば、活力というか元気が出てく

ると思うのです。給料が増えないにしても、そ

ういう元気の素みたいなものはみなさんの脳み

そに詰まってるわけですから、それをちょっと

ずつでも出してやって、それを子どもたちに還

元し、そういうことでみなさんの力を発揮して

いただきたい、是非そういうことをお考えいた

だきたいと思います。

４ 共同実施と教職員定数

なお、事務の共同実施をこれから佐賀県では

全県的に取り組まれるということを聞いており

ます。たいへん結構なことで進めていただきた

いと思います。何かご心配されているようにお

伺いしてるのですが、事務の共同実施をすると

いうことは事務職員の定数を減らすということ

ではまったくありません。これは事務職員の定

数を増やすための方策であります。だから単に

事務の合理化を図って事務職員等を減らすため

に共同実施をされているとお考えならば、まっ

たく違うということを申し上げたいです。つい

でに申し上げますと、私は個人的には一つの学

校に事務職員を４～５人入れたいと思っていま

す。もちろん今すぐはできませんし予算もかか

る話です。今１校に一人の事務職員を単純に２

倍するということは全国で３万５千人の事務職

員を増やすということになります。３万５千人

の事務職員を増やすということは、多分２千億

円ぐらいの経費が必要になります。だけどおそ

らく今後は事務職員というか学校経営の専門ス

タッフ、これをいかに充実するかによって学校

というものが大きく変わっていくんだろうと思

います。ですから何をホラ吹いてと思われるか

もしれませんけども、そのぐらいの気持ちで定

数改善を進めていきたいと思っています。
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そうなれば学校の中でいわゆる共同実施がで

きるわけです。残念ながら今現在採れる方策は

複数の学校で共同実施をすることのみが事務職

員の定数改善の唯一の道筋になっています。こ

れはこれで一つの方策であって完成型ではない

と思っています。しかし、いずれは今言ったよ

。うなところに持っていきたいなと考えています

アメリカとかイギリスなどのように学校経営の

スタッフとして複数の人間が常にいるような学

校、あるいは日本の中の私学、これは中高一貫

校の形ですけれども、そこには７～８人の事務

職員のスタッフがいます。やはり一人ひとりの

マンパワーではなくて一つの学校に複数のそう

いうスタッフを入れることにより、相乗効果で

学校経営を高めていくことを必ずライフワーク

としてやりたいと思いますし、やっていきたい

と思いますからご支援をお願いします。言いた

かったのは共同実施は事務職員定数減らしでは

絶対にないということ、このことは留めておい

ていただきたいと思います。また今日お出でで

はないみなさんにも是非その辺はお伝え願いた

いと思います。

そういう意味で教員を含めた事務職員の定数

改善、今やると言った割にはできないんですけ

ども、それを変えていくためには政治的な力が

要ります。なのでみなさん自身もいろんな形で

いろんな人とお話をしていただき、その声を市

町村の議会ですとか県の議会に反映をしてもら

うよう、そういう取り組みも必要ではないかと

思います。自分一人で考えてというよりも何ら

かの形でアクションを起こして、それを国民的

な合意を取り付けるということに結びつけなけ

れば行革推進法という縛りを取り払うというの

は相当難しい話です。安倍総理の気持ちを変え

ていく、あるいは安倍総理を支えるためにも、

みなさんのお力添えもいただければと思ってい

ます。安倍総理を支えるというのは教育再生を

最重要課題とする安倍内閣という意味で教育を

。大事にしてくれる人達に託すということですね

そういう意味で佐賀県の事務職員の皆さまに

もいろんな形でご尽力もいただいています。こ

れまでどちらかというと学校事務職員の皆さま

の取り組みというのはなかなか中央の方にも聞

こえてこないし、もっと言えば国会議員に対し

ても事務職員というものについてそれほど深い

認識はなかったわけです。ここ数年、学校事務

職員が果たす役割は重いということについては

段々と国民的な合意が得られつつあると思いま

すし、それは具体的には例えば国会の質問の中

でも最近多くなってきました。最近では小坂前

大臣から学校事務職員の充実方策などについて

総理に問うと、そういうことも具体的に出てき

ているわけです。それは佐賀県の皆さまだけで

なくて全国的な学校事務職員が様々な形で様々

な取り組みをしていただいていることが一つず

つ実を結んでいるわけであります。そういうこ

とについては業務に支障のないところで、また

勉強会もしていただきながら、もう少し事務職

員というものを知っていただくためにもいろん

な形でご活躍をしていただきたいと思います。

文部科学省は学校事務職員を基幹的というよ

うなことよりも学校の中心を果たす、学校経営

の中心的な存在というふうにしていくつもりで

あります。それはそれを望まない事務職員から

見ればうざったいことで仕事が増えるだけだと

思うかもしれませんが、もう後戻りはできない

だろうと思います 「私はこの程度の仕事をして。

いればいいや」という人はその程度の処遇しか

されない時代がもう来ています。ただし、大き

く自分が強い意志を持って学校を変えていくと

いう人についてはそれ相当の処遇も当然付いて

きます。そういう方はごくごく自然に学校の長

にもなっていただきますし、教育長にもなって

いただければ結構なので、学校事務職員という

殻に閉じ籠もるというよりも自分が中心で学校

を動かす、校長を使うというような発想でお取

り組みをいただく、そういう気持ちを持っても

らうだけで少しずつ学校の中はよくなっていく

だろうと思います。くどくどと言いますけども

応援をしているつもりであります。その応援に
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対して応えていただくと、子どもたちにとって

すばらしいものになるのではないかと考えてい

ます。

５ 人事管理とマネジメントについて

不適格教員というレッテルを貼られてしまう

先生もいらっしゃると思います。けれども学校

現場では一人いらっしゃると学校全体の能力が

下がってしまうということであります。言葉は

悪いのですが、不適格教員をいかに学校から排

除するかということについてはもっと真剣に考

えていかなければならない問題だと思います。

厳しい言い方ですけども１年や２年間研修を受

けてもらい、その間に学校にきちんとした代わ

りの人が来ているのかどうか、来ている場合も

あるかもしれませんけども変わりの先生が来て

いないということもあります。定員を食ってい

るということもありますから、その部分につい

てはマンパワーを下げてしまいますので適切な

人事管理というのが必要になります。みなさん

、にとっても面白くない話かもしれないけれども

幅広く言えば事務職員についてもある話なので

す。学校という限られた組織の中にいれば一人

のマンパワーが下がることによって活力が奪わ

れたり、やりたい仕事ができなくなるというこ

とが往々にしてあります。是非お考えいただき

たいのは職場の中でそういうことがもし起こっ

ているということであれば、隠しておくという

よりもきちっと表に出して、どうやったらベス

トな組織体制になるかということを考えていか

なければならないと思います。

その人を庇ってしまって結局それがみなさん

の負担につながり、それがまた更に子どもたち

につながるというようなことも現実に起こって

いるということも聞いております。ですから、

そういうものについてはあえて言えば事務職員

当たりが学校経営という観点から見たうえで校

長、教頭に相談をする、それは楽しい話ではな

いですけれども、学校経営という観点から見れ

ば大事な部分だと思います。そういうところに

ついても目配りをし、そういう部分を支えてあ

げることもみなさんの仕事の中の一つとしてお

考えをいただければと思います。組織全体が上

手く流れるようにということ、いわゆるマネジ

メントも人事管理という観点からも是非見てい

ただければと思います。

【質疑応答】

小の○○です。ほとんど話はされＱ１）○○

たと思うのですが、法的な問題ですね。学校教

育法の改正の問題が一番大きいのですが、副校

長、主幹、指導教諭という流れがおそらく出て

来るわけで、これは置くことができるという規

程にしても、学校教育法の本法の中での改正に

なるんじゃないかというふうに考えられます。

それに比べて事務職員は管理職事務長という規

程を設けていただくような話ですが、現在は昭

和56年の愛媛県に始まりまして広島県や数県散

在するぐらいで、なかなかこれがうちの県教委

なんかにお願いするときに前進しないという問

題がございます。本法は難しいだろうけれども

例えば施行規則のどういう部分をいじってどの

ようにすると、今であれば事務主任の「司る」

規程ぐらいしかございませんので、そこら辺の

展望を是非教えていただきたい。

併せて、うちの県教委みたいにいろんなとこ

ろもございますでしょうが、県教委を指導して

そういうとこを積極的にやっていってはどうか

ということを文部科学省の方からサジェストし

ていただくことを是非お考えいただけないかと

いうお願いも含めてです。

どうもありがとうございます。最初に触松浦）

れたと思うのですけれども、今副校長、主幹教

諭そして指導教諭についても学校教育法を改正

するということで今法案の審議をしています。

これまで学校教育法の中に校長や教頭というよ

うに書いてあるので、そういう並びの中に副校

長そして主幹教諭、指導教諭という形をとりま

す。これに対して事務長につきましては学校教
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育法施行規則の中で、事務の主任というのが書

いてございます。が、おそらくその前後に事務

長というのを入れさせていただくと。これはい

ろいろご意見があろうかと思いますが、現在高

等学校の事務長がその学校教育法施行規則の中

に事務長を置くというふうに書いてございます

ので、それと同じ並びの中で事務長を小中学校

に置くということになるわけでございます。

なおこれもいろいろご意見はあると思います

が、任意設置でありますから主幹教諭等も含め

て置かないことは法令上はできます。ただし、

なぜこの時期にこういう職をあえて法律改正等

までして置くのかということについて、是非各

都道府県教育委員会等に対しても、まだこれは

法案が審議中でありますし最終的にどうなるか

わからないということもございますが、仮に法

案が通ったということであるならば、この主幹

等の設置あるいは事務長の設置ということにつ

いては我々は都道府県各教育委員会にきちんと

お願いをしていくことになると思います。

そういう意味で財政的にどうなのかというこ

とにつきましては文部科学省の方で、私の方で

今義務教育費国庫負担金というものを持ってお

ります。これは今２分の１から３分の１になっ

ておりますけれども、義務教育費国庫負担制度

を通じて地方の一般財源も活用してそういうも

のが確実に置けるような制度設計を行います。

ですから主幹とか指導教諭あるいは事務長を置

かれるということであればその分の経費をきち

んと国庫負担をする、そういう仕組みを私の方

で作ってやります。

中学校の△△と言います。今度のＱ２）△△

中教審で教頭の複数化と言われておりますけれ

ども、共同実施のテーマの中にも教員の事務を

共同実施が取って、それによって余った時間に

教員の子どもに接する機会を増やしたいという

発想があるわけです。現在の教員の多忙化と、

子どもと接する機会が少ないという大きな原因

というのは中学校においては部活動、小・中学

、校共通して言えることは各種調査等の提出文書

何を言いたいかというと事務職員が替わってや

る業務にはなりにくいという業務が多忙化の大

きな要因になっているというふうに私は理解し

。 、ています 一番事務職員がやりやすいというか

引き受けた方がいいと思われるのは何かという

と教頭の人事・服務事務、あるいはチェック事

務、これはまさに事務職員の方が得意というか

法的な関係とかよく理解できていると、教頭が

している仕事のほとんどを、教育的な内容のも

のは別として人事・服務的なものはある一定の

経験と研修を積んだなら事務職員が十分やれる

というふうに私は思います。そのことによって

教頭の複数化よりも、複数化するぐらいならば

事務職員の数を増やしてもらって、より教頭の

事務に事務職員が携わると、そのことによって

教頭が、より学校長の補助や助言あるいは教員

の指導に回せるとか、その方がよっぽど効果が

あるんじゃないかと思います。費用対効果の面

でも教頭の賃金は多分事務職員より高いので、

その面でももっと大きな効果が出るんじゃない

かと思ってますけれども文科省の方ではどのよ

うに考えておられるのかというのが一点。

一番気にしてるんですが、私も複数の事務職

員がいるのですが残念ながら午前中勤務の市町

村費職員なのです。ようするに職員というより

。 。も非常勤なんですね パートみたいなものです

、交付税で予算化されているはずなんですけども

市町村の財政も厳しいこともあって、交付税だ

から仕方がないでしょう。しかしピンハネされ

てみて、実際問題としてそういった業務を担う

ためにスタッフである事務職員がいないとでき

ないわけです。限界があります。そういった意

味で文科省も努力されていると思うんですけど

も、この頃地教委の頑張りが足らないのか出先

が非常に被害を受けて、一日勤務だったのが半

日勤務になるとか、そうなると労働意欲も減退

しますから是非県教委を使ってもそういう方の

確保に全力を挙げるようにと、そうしないと学

校経営が進まないよということでご指導いただ
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ければと思います。

どうもありがとうございます。当たっ松浦）

てると思います。当たってるというのは学校の

いろいろな特性に応じていろんな人を入れてい

くということだと思います。方策の一つとして

教頭の複数配置を進めるということの方が、そ

の学校としてより機能的に動くということもあ

ると思いますし、あるいは事務職員を入れた方

がいいという学校もたくさんあると思います。

それは一つに決めないで、いろんな形で人を増

やせるような書き方にしてあるつもりなので、

そこはこれからの制度設計の中で我々も十分に

考えていかなくちゃならないと考えています。

ただ、その他にも各都道府県の中でもどういう

ふうな人を配置していった方が学校経営上いい

のかという議論も当然あると思いますから、こ

れは佐賀県の教育委員会にもお願いをしなけれ

ばなりません。何をどの学校にどう配置するか

はまさに県教委が決められますので、事務職員

を増やした方がいいという判断をされるように

事務職員の皆さまにも頑張ってもらいたいと思

いますし、その方がベストだということであれ

ば、そういうことはきちっと県教委に伝えない

。と伝わらないということもあろうかと思います

いずれにしろ我々は条件整備を確実に進めると

いうのが仕事でありますから事務職員であれ教

頭の複数配置であれ、少なくとも学校現場にお

金が流れるような仕組みはきちんと繋げていき

たいと思います。

非常勤のお話しもありましたけれども、教育

委員会がきちんと対応してもらわなくちゃいけ

ないのですが、首長さんのお考えなどが当然あ

るわけですね。予算の権限というのが制約され

て教委にないわけで、最終的に市長部局との折

衝の中で予算が決まるということになります。

言葉は悪いんだけども教育に予算を使わないと

いうなら首長は落とすというぐらいの気持ちで

やっていかないと市長の気持ちは変わらないと

思います。ですから、本当に落とすつもりで折

衝をしていただくとかも必要だと思いますし、

教材費とか学校の図書館の費用なんかもいろん

な統計で見ると非常に減らされています。減ら

されているにもかかわらず、学校では要求をし

ているとは思うけど認めてくれないという事情

があるわけですね。一昨年の中央教育審議会の

義務教育特別部会でも議論になりましたけれど

も、学校に予算が足りてないということについ

ては情報量としては学校事務職員が一番持って

いると思います。そういうものは是非校長に文

句を言うのと併せて市町村の教育委員会自身も

教材の措置状況がどうなっているかというのは

知らない市町村教育委員会なんかも多分あると

思います。そういうところに出かけていって統

計を見せて、うちの市町村はこうだと示してや

って、お金を取ってくると。お金を取ってくる

というのも事務職員の大事な仕事だと思うので

校長を使いながら市町村に働きかけて、教育委

員会だけではなく市長部局に対してどうするん

だという話は持っていっていただくような努力

と説明能力を身につけないといけないなと思い

ます。もちろん国は国で機会を通じて交付税措

置の充実だとか予算措置がされているというこ

とについての情報提供もしていきます。けれど

も事務職員の方々も学校の内部から最新の状況

を提供していただいて予算を取ってもらうとい

。う努力をしていただくことが重要だと思います

よろしくお願いを申し上げます。

インターネット、コンピュータ関係のＱ３）

ネットワークですけれど、事務の効率化、合理

化、仕事が捌けるようになるためにはコンピュ

ータネットが必要不可欠です。給料、手当関係

は県立職員も義務制も同じ手立てで職員が組織

されてるわけですが、仕事をする人間が使う道

具、最低限の道具にコンピュータはなってきて

ると思うんです。が、コンピュータを地教委を

越えて県教委で、これまであったことではない

んですが、物的に整備するというのは法的には

できなんでしょうか。というのは地教委段階で
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は市長部局に押されてしまって何もできない、

、コンピュータが壊れてしまって仕事ができない

どっかの教務主任はコンピュータシステムの修

繕のために１週間も２週間も毎日かかってしま

います。そのような意味でコンピュータネット

を県教委が物的に整備する、どうせ資金援助し

ても交付税で他のところに回されてしまうので

しょうが、物的に整備するというのはできない

んでしょうか。

ありがとうございます。法制度上はあ松浦）

りません。ありませんというのは地方自治法上

市町村がやる仕事、県がやる仕事、国がやる仕

事というのははっきりしているんですね。現行

制度で教育は自治事務ということになっていま

す。もっと言えば、県知事さんが言うのは義務

教育国費庫分金も含めて人件費はすべて県に下

ろせと。少なくても義務教育費国庫負担法とい

う法律があるから国が責任を持って行うという

ことが法制上あるわけです。学校の運営経費に

ついては地方自治法上市町村が行う事務という

ことになっていますから、現行の法制度上は市

町村が担わなければならないのです。もっと言

。えば市町村がやらなければならない事務ですね

ですから財政上の観点からいくと県や国がお金

を負担するという制度を作ることはできると思

いますけども、教育行政の根幹部分というのが

ありますのでそこをどう考えるかということだ

と思います。手っ取り早いのは、できるかどう

かわかりませんが、学校をすべて国立にするこ

とです。みなさんを国家公務員にすれば国が全

。面的にお金を出すとこういう仕組みができます

が、今の話は極端な話でこれが地方分権の中で

どうなのかということはもの凄く大きな議論に

なると思います。あとは補助制度として市町村

がやる事業に対して県が出す、国が出すという

のは十分に可能でありますし、教材も含めてコ

ンピュータ整備に国が持ってた時期もあるんで

すが、これはいろんな理由があって地方の単独

事業として出来ています。今後もし学校のそう

、いうものが十分にできないということであれば

これはもう一つ予算の中で勝負すると。つまり

国がもう一度補助制度を興すということも有り

得ると思いますのでそこは十分に研究をしてい

きたいと思います。ただ基本的には市町村の中

でお金を取ってくるということもよろしくお願

いを申し上げます。


